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１ 調達内容 

⑴ 調達案件名及び予定数量 

埼玉県江南中継ポンプ所ほか２か所で使用する電気 

予定使用電力量 18,590,000 キロワット時 

⑵ 調達案件の仕様等 

入札説明書、仕様書及び契約書案（以下「入札説明書等」という。）による。 

⑶ 供給期間 

平成 27 年７月１日（水）から平成 28 年６月 30 日（木）まで 

⑷ 需要場所 

ア 埼玉県熊谷市小江川 1793 番地１ 埼玉県江南中継ポンプ所 

イ 埼玉県行田市荒木 4908 番地 埼玉県荒木取水ポンプ所 

ウ 埼玉県東松山市西本宿 200 番地１ 埼玉県高坂中継ポンプ所 

⑸ 入札方法 

入札者は、契約電力に対する単価（キロワット単価。小数点以下を含むこと

ができる。消費税額及び地方消費税額を含む。同一月においては単一のものと

する。）及び使用電力量に対する単価（キロワット時単価。小数点以下を含む

ことができる。消費税額及び地方消費税額を含む。同一月においては単一のも

のとする。）を設定する。 

本契約は契約単価を定める契約であるが、入札に当たっては、設定した単価

を根拠とし、県が提示する予定契約電力及び予定使用電力量に対する１年間分

の総価（以下「予定総額」という。）を算出する。 

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であ

るかを問わず、見積もった予定総額の 108 分の 100 に相当する金額を入札書に

記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しな

い者であること。 

⑵ 埼玉県公営企業財務規程（昭和 39 年公営企業管理規程第５号。以下「財務

規程」という。）第 120 条の規定により埼玉県企業局の一般競争入札に参加さ

せないとされた者でないこと。 

⑶ 国又は地方公共団体において電力調達の契約に係る指名停止等の措置を受け

ていない者であること。 

⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る入

札参加停止等の措置要綱（平成 21 年４月１日施行）に基づく入札参加停止措



置を受けていない者であること。 

⑸ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県企業局の契約に係る暴

力団排除措置要綱（平成 23 年 12 月 16 日施行）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑹ 電気事業法（昭和 39 年法律第 170 号）第３条第１項の許可（同条第２項の

一般電気事業の許可に限る。）を受けている者又は同法第 16 条の２第１項の規

定により特定規模電気事業の届出を行っている者であること。 

⑺ 上記１⑴の予定使用電力量の供給ができる能力を有する者であること。 

⑻ 二酸化炭素排出係数及び環境負荷低減に関する取組状況等について、入札説

明書に記載する基準を満たす者であること。 

⑼ その他入札説明書に記載する事項を満たす者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い

合わせ先 

〒361-0024 埼玉県行田市大字小針 1632 番地  

埼玉県行田浄水場総務部総務担当  

電話 048-559-3660 

電子メールアドレス k593660@pref.saitama.lg.jp 

⑵ 入札説明書等の交付方法 

この公告の日から平成 27 年５月 13 日（水）まで（日曜日、土曜日及び国民

の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日を除く。)の午

前 10 時から午後４時まで（正午から午後１時までを除く。）に上記⑴の交付場

所において交付する。 

なお、来場前に必ず電話連絡をすること。 

また、希望があれば、電子メール又は郵送（郵送希望者が用意した電磁記録

媒体及び返信用封筒を使用して郵送）にて交付する。 

この場合、入札説明書等の交付希望時及び到着後に必ず電話連絡をすること。 

⑶ 開札の場所及び日時 

埼玉県行田浄水場会議室 平成 27 年６月４日（木）午前 10 時 

⑷ 入札書受付期間 

ア 持参する場合 

平成 27 年６月１日（月）から平成 27 年６月３日（水）午後４時まで 

イ 郵便による場合 

平成 27 年６月１日（月）から平成 27 年６月３日（水）午後４時まで 



（必着） 

なお、埼玉県行田浄水場総務部総務担当あての書留郵便とし、郵送前に必

ず電話連絡をすること。 

４ その他 

⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

⑵ 入札保証金及び契約保証金 

ア 入札保証金 

入札者は、見積もった予定総額に入札保証金の率（100 分の５以上)を乗じ

た額を納付するものとする。ただし、財務規程第 123 条第２項第１号の規定

に該当する場合は、免除する。 

イ 契約保証金 

契約の相手方は、予定総額に契約保証金の率（100 分の 10 以上)を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第 110 条第２項第１号の規定に

該当する場合は、免除する。 

⑶ 入札者に要求される事項 

この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

上記３⑴の提出場所に平成 27 年５月 14 日（木）午後４時までに提出し、競争

入札参加資格の確認を得なければならない。また、入札事務の担当者から、提

出した書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 

⑷ 入札の無効 

次に掲げる入札書は、無効とする。 

ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

ウ 財務規程第 127 条又は埼玉県公営企業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成７年埼玉県公営企業管理規程第 13 号)第９条の規定

に該当する入札書 

⑸ 契約書作成の要否 

   要 

⑹ 落札者の決定方法 

財務規程第 124 条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

⑺ 手続における交渉の有無 

   無 



⑻ 支払条件 

発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から 30 日以内に当該代金

を受注者に支払うものとする。 

⑼ その他 

詳細は、入札説明書等による。 

なお、本調達に係る平成 28 年度予算が議決されなかったとき又は減額があ

ったときは、当該契約を変更又は解除することがある。 

５ Summary 

⑴ Nature and quantity of Services Required: 

Electricity for use at the Saitama Prefectural Government Konan relay 

pump station including other two stations (estimated kWh: 18,590,000 

kWh). 

⑵ Deadline for Submissions: 

By registered mail: 4:00 p.m., May 14, 2015 

⑶ Contact Information: 

General Affairs Division, Gyoda Water Filtration Plant, Bureau of Public 

Enterprise, 

Saitama Prefectural Government  

1632 Kobari, Gyoda-shi, Saitama-ken, 361-0024 

Tel. 048-559-3660 

E-mail k593660@pref.saitama.lg.jp 

 


